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(57)【要約】
【課題】業態毎の業績等と相関性の高いスタッフ動作を
調査項目とし、その頻度、所要時間を自動算出して指標
化し、当該指標を用いて経営診断を行う経営診断装置及
び経営診断方法を提供する。
【解決手段】本発明は、経営診断に用いる指標を構築し
、当該指標を用いた経営診断を行う経営診断装置であっ
て、入力されたデータを処理する入力処理部１１と、処
理されたデータに基づいて指標を生成し登録する指標化
処理部１２ａと、指標を記憶する記憶部２とを備え、指
標化処理部１２ａは、ユーザの業種、調査の視点、調査
項目、調査結果、及び評価を対応付けて一つの指標とし
記憶部２に登録し、上記調査項目は、上記ユーザの業種
及び調査の視点に合致した複数の候補よりユーザが選択
するようになっている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経営診断に用いる指標を構築し、当該指標を用いた経営診断を行う装置であって、
　入力されたデータを処理する入力処理部と、
　上記処理されたデータに基づいて指標を生成し登録する指標化処理部と、
　上記指標を記憶する記憶部と、を備え、
　上記指標化処理部は、ユーザの業種、調査の視点、調査項目、調査結果、及び評価を対
応付けて一つの指標とし上記記憶部に登録し、
　上記調査項目は、上記ユーザの業種、調査の視点に合致した複数の候補がユーザに選択
可能に提示される
　経営診断装置。
【請求項２】
　経営診断に用いる指標を構築し、当該指標を用いた経営診断を行う装置であって、
　上記指標を記憶する記憶部と、
　所定の表示を行う表示部と、
　入力されたデータを処理する入力処理部と、
　上記処理されたデータに基づいて、上記経営診断に係る調査項目を特定するもので、ユ
ーザの業種、調査の視点に合致した調査項目の候補を特定すると共に、参考となる上記指
標を特定する調査項目特定処理部と、
　上記表示部による表示を制御する表示制御部と、を備え、
　上記表示制御部は、上記表示部に、上記調査項目特定処理部により特定された調査項目
を表示すると共に、参考となる上記指標を表示するよう制御する
　経営診断装置。
【請求項３】
　経営診断に用いる指標を構築し、当該指標を用いた経営診断を行う装置であって、
　上記指標を記憶する記憶部と、
　所定の表示を行う表示部と、
　入力されたデータを処理する入力処理部と、
　上記処理されたデータに基づいて改善項目を特定する改善項目特定処理部と、
　上記表示部による表示を制御する表示制御部と、を備え、
　上記改善項目特定処理部は、ユーザの業種、調査の視点、調査項目、調査結果を上記指
標と対比することで、改善すべき調査項目を特定し、
　上記表示制御部は、上記表示部に、上記改善すべき調査項目と、その評価を表示するよ
うに制御する
　経営診断装置。
【請求項４】
　上記調査項目とは、テーブルタッチ回数であり、上記調査結果とは、回数及び頻度であ
る請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の経営診断装置。
【請求項５】
　経営診断に用いる指標を構築し、当該指標を用いた経営診断を行う方法であって、
　入力されたデータを処理する第１ステップと、
　上記処理されたデータに基づいて指標を生成し登録する第２ステップと、
　上記指標を記憶する第３ステップと、を有し、
　上記第２ステップでは、ユーザの業種、調査の視点、調査項目、調査結果、及び評価を
対応付けて一つの指標として登録し、
　上記調査項目は、上記ユーザの業種、調査の視点に合致した複数の候補がユーザに選択
可能に提示される
　経営診断方法。
【請求項６】
　経営診断に用いる指標を構築し、当該指標を用いた経営診断を行う方法であって、
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　入力されたデータを処理する第１ステップと、
　上記処理されたデータに基づいて、上記経営診断に係る調査項目を特定するもので、ユ
ーザの業種、調査の視点に合致した調査項目の候補を特定すると共に、参考となる上記指
標を特定する第２ステップと、
　表示を制御する第３ステップと、を有し、
　上記第３ステップでは、上記調査項目特定処理部により特定された調査項目を表示する
と共に、参考となる上記指標を表示するよう制御する
　経営診断方法。
【請求項７】
　経営診断に用いる指標を構築し、当該指標を用いた経営診断を行う方法であって、
　入力されたデータを処理する第１ステップと、
　上記処理されたデータに基づいて改善項目を特定する第２ステップと、
　表示を制御する第３ステップと、を有し、
　上記第２ステップでは、ユーザの業種、調査の視点、調査項目、調査結果を上記指標と
対比することで、改善すべき調査項目を特定し、
　上記第３ステップでは、上記改善すべき調査項目と、その評価を表示するように制御す
る
　経営診断方法。
【請求項８】
　上記調査項目とは、テーブルタッチ回数であり、上記調査結果とは、回数及び頻度であ
る請求項５乃至請求項７のいずれか１項に記載の経営診断方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、認知心理学に基づいて経営を診断する装置等に係り、特に重要業績評価指標
（KPI；key performance indicator、以下、「指標」と称する）を構築し、当該指標に基
づく診断を行う経営診断装置及び経営診断方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、店舗経営等においては、いかにして顧客を満足させ、再来店率を高める
かが重要視されている。その一方、生産性を高めることで、利益率を高めることも経営に
おいては重要な視点となる。前者について、例えばサービス業であれば、実際に接客する
スタッフの対応等は、顧客が再来店を決める上で重要な要素となる。このような点に鑑み
て、スタッフの接客対応を評価する技術が提案されている。
【０００３】
　例えば、個別売上データをＰＯＳレジスタから取得し、接客対応する店員の顔画像デー
タをカメラから取得し、個別売上データに含まれる接客時間帯に対応する顔画像データか
ら接客中の店員の表情を特定し、表情に応じて接客中の対応の評価値を示す接客対応ポイ
ントを算出する接客対応評価装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１７－１０２８４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１は、認知心理学の理論に基づいて指標を構築し、当該指標に
基づいて経営診断をする視点については、何ら開示も示唆もされていない。
【０００６】
　ここで、一般に、認知心理学という言葉は、２つの意味で用いられる。即ち人間が外界
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を認識し、記憶し、問題解決するといった認知過程を研究する心理学という意味と、認知
的パラダイムを用いた人間の心の解明に向けてアプローチするという意味の２つである。
【０００７】
　しかるに、例えばサービス業であれば、
　・スタッフの動作が来店客の満足度に与える影響度を指標化し、
　・再来店の意思と相関性の高いスタッフの動作を特定し、その頻度や所要時間等を計測
し、指標化することで、店舗の運営状態を可視化する、
という試みは、後者の意味での認知心理学を用いるものであるが、そのような視点で経営
診断を行う装置及び方法は、従来存在しない。
【０００８】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、業
種業態毎の業績等と相関性の高いスタッフ動作を調査項目とし、その頻度や所要時間等を
指標化し、当該指標を用いて経営診断を行うことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の第１の態様に係る経営診断装置は、経営診断に用い
る指標を構築し、当該指標を用いた経営診断を行う装置であって、入力されたデータを処
理する入力処理部と、上記処理されたデータに基づいて指標を生成し登録する指標化処理
部と、上記指標を記憶する記憶部と、を備え、上記指標化処理部は、ユーザの業種、調査
の視点、調査項目、調査結果、及び評価を対応付けて一つの指標とし上記記憶部に登録し
、上記調査項目は、上記ユーザの業種、調査の視点に合致した複数の候補がユーザに選択
可能に提示される。
【００１０】
　本発明の第２の態様に係る経営診断装置は、経営診断に用いる指標を構築し、当該指標
を用いた経営診断を行う装置であって、上記指標を記憶する記憶部と、所定の表示を行う
表示部と、入力されたデータを処理する入力処理部と、上記処理されたデータに基づいて
、上記経営診断に係る調査項目を特定するもので、ユーザの業種、調査の視点に合致した
調査項目の候補を特定すると共に、参考となる上記指標を特定する調査項目特定処理部と
、上記表示部による表示を制御する表示制御部と、を備え、上記表示制御部は、上記表示
部に、上記調査項目特定処理部により特定された調査項目を表示すると共に、参考となる
上記指標を表示するよう制御する。
【００１１】
　本発明の第３の態様に係る経営診断装置は、経営診断に用いる指標を構築し、当該指標
を用いた経営診断を行う装置であって、上記指標を記憶する記憶部と、所定の表示を行う
表示部と、入力されたデータを処理する入力処理部と、上記処理されたデータに基づいて
改善項目を特定する改善項目特定処理部と、上記表示部による表示を制御する表示制御部
と、を備え、上記改善項目特定処理部は、ユーザの業種、調査の視点、調査項目、調査結
果を上記指標と対比することで、改善すべき調査項目を特定し、上記表示制御部は、上記
表示部に、上記改善すべき調査項目と、その評価を表示するように制御する。
【００１２】
　上記第１乃至第３の態様において、上記調査項目とは、テーブルタッチ回数であり、上
記調査結果とは、回数及び頻度であってよい。
【００１３】
　本発明の第４の態様に係る経営診断方法は、経営診断に用いる指標を構築し、当該指標
を用いた経営診断を行う方法であって、入力されたデータを処理する第１ステップと、上
記処理されたデータに基づいて指標を生成し登録する第２ステップと、上記指標を記憶す
る第３ステップと、を有し、上記第２ステップでは、ユーザの業種、調査の視点、調査項
目、調査結果、及び評価を対応付けて一つの指標として登録し、上記調査項目は、上記ユ
ーザの業種、調査の視点に合致した複数の候補がユーザに選択可能に提示される。
【００１４】
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　本発明の第５の態様に係る経営診断方法は、経営診断に用いる指標を構築し、当該指標
を用いた経営診断を行う方法であって、入力されたデータを処理する第１ステップと、上
記処理されたデータに基づいて、上記経営診断に係る調査項目を特定するもので、ユーザ
の業種、調査の視点に合致した調査項目の候補を特定すると共に、参考となる上記指標を
特定する第２ステップと、表示を制御する第３ステップと、を有し、上記第３ステップで
は、上記調査項目特定処理部により特定された調査項目を表示すると共に、参考となる上
記指標を表示するよう制御する。
【００１５】
　本発明の第６の態様に係る経営診断方法は、経営診断に用いる指標を構築し、当該指標
を用いた経営診断を行う方法であって、入力されたデータを処理する第１ステップと、上
記処理されたデータに基づいて改善項目を特定する第２ステップと、表示を制御する第３
ステップと、を有し、上記第２ステップでは、ユーザの業種、調査の視点、調査項目、調
査結果を上記指標と対比することで、改善すべき調査項目を特定し、上記第３ステップで
は、上記改善すべき調査項目と、その評価を表示するように制御する。
【００１６】
　上記第４乃至第６の態様において、上記調査項目とは、テーブルタッチ回数であり、上
記調査結果とは、回数及び頻度であってよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、業種業態毎の業績等と相関性の高いスタッフ動作を調査項目とし、そ
の頻度や所要時間等を指標化し、当該指標を用いて経営診断を行う経営診断装置及び経営
診断方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る経営診断装置の構成図である。
【図２】指標管理テーブルの一例を示す図である。
【図３】項目管理テーブルの一例を示す図である。
【図４】指標化処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図５】指標化処理に係る画面遷移を示す図である。
【図６】調査項目特定処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図７】調査項目特定処理に係る画面遷移を示す図である。
【図８】改善項目特定処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図９】改善項目特定処理に係る画面を示す図である。
【図１０】経営診断装置のハードウェア構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しつつ本発明の一実施形態について説明する。
【００２０】
　本発明の一実施形態に係る経営診断装置及び方法は、少なくとも以下の３つを実施する
ものである。
【００２１】
　（１）店舗等のスタッフの動作の顧客満足度への影響度を指標化する。すなわち、例え
ばサービス業であれば、店舗のスタッフの動作により来店客にいかなる感性を生まれるか
を定量的に調査し、指標化する。
【００２２】
　（２）顧客満足度と相関の高いスタッフの動作を調査項目とし、当該動作の頻度、所要
時間等を計測し、指標化する。ここで、スタッフ動作の中には、来店客の顧客満足度の向
上に寄与する動作もあれば、逆にストレスを与える動作もある。そこで、どの程度の頻度
及び所要時間であれば、顧客満足度を向上させ、顧客にストレスを与えないかを、定量的
に調査し、指標化に役立てることとした。顧客満足度については、再来店の意思や実際の
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再来店の割合に係る数値データを用いる。
【００２３】
　（３）そして、上記指標を用いて、顧客満足度の向上、生産性向上等の調査の視点から
の業績改善提案をすることを可能とする。
【００２４】
　以下、これらを詳述する。
【００２５】
　店舗のスタッフの動作の顧客満足度への影響度を指標化するにあたり、店舗のスタッフ
の動作により来店客にいかなる感性を生まれるかを定量的に調査する方法としては、例え
ば、アンケートの評価基準に基づいた選択法を用いた。
【００２６】
　ここで、顧客満足度と相関の高いスタッフの動作を調査項目とし、当該動作の頻度、所
要時間等を計測し、指標化する理由は次の通りである。
【００２７】
　即ち、来店客は、「店員に何かを頼みたい／聞きたい」ときに、周囲のスタッフを呼ぶ
動作やベルコールを鳴らす動作を行うが、当該動作をしてから、店員が対応するまでの所
要時間等と、前述した来店客のアンケート結果には、相関関係があることが発明者の分析
により明らかになったからである。
【００２８】
　さらに、「店員の視線が自分に向けられているかどうか」について、一般に、認知心理
学においては、視線は性別を問わず魅力と関係することが知られており、例えばｆＭＲＩ
（functional magnetic resonance imaging）を用いた研究では、観察する顔刺激の視線
の向きによって魅力度が変化するが、その魅力度の変化に合わせて脳の被殻や線条体とよ
ばれる脳の奥にある部分の活動が変化するとされている。この理論に基づいて発明者が分
析したところ、店員の視線を直接的に感じられる動作が多い来店客は、視線を感じられる
回数と再来店に繋がる感性において相関があることが明らかになったからである。
【００２９】
　また、更に分析を進める中で、来店客は、店員が遠くから見ている場合よりも、店員が
注文、料理提供、及び中間下膳などの目的で自己のテーブルに来て直接的に来店客と接す
る回数（以下、テーブルタッチ回数と称する）と、来店客の再来店意思との相関関係が高
いことが明らかになった。また、業種業態により、再来店の意思が高くなるテーブルタッ
チ回数が異なることが明らかとなった。
【００３０】
　以上の理由から、顧客満足度と相関の高いスタッフの動作を調査項目とし、当該動作（
例えば、テーブルタッチ回数）の頻度や所要時間等を計測し、指標化すれば、経営診断に
役立てることが可能となる。
【００３１】
　発明者の実態調査によれば、同じ業態でも再来店率の異なる店舗において、それぞれ調
査したところ、再来店率が高い店舗ほど、対応に係る所要時間が短く、テーブルタッチ回
数が、来店客が満足に感じる回数基準を超えており、再来店率が低い店舗ほど、対応に係
る所要時間が長く、もしくはバラつきが大きく、テーブルタッチ回数が、来店客が満足に
感じる回数基準を下回ることが多いことが分かった。
【００３２】
　また、テーブルタッチ回数は、来店客１組あたりの客単価にも影響を与えることが明ら
かとなり、テーブルタッチ回数が一定基準以上の店舗のほうが、一定基準を下回っている
店舗よりも客単価が高くなる傾向にあることが明らかになった。
【００３３】
　このような実態からも、業種業態ごとに、顧客満足度と相関の高いスタッフの動作を調
査項目とし、当該動作（例えば、テーブルタッチ回数）の頻度、所要時間等を計測し、指
標化すれば、経営診断に役立つことは明らかである。
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【００３４】
　図１（ａ）には、本発明の一実施形態に係る経営診断装置の構成を示し説明する。
【００３５】
　図１（ａ）に示されるように、経営診断装置は、全体の制御を司るＣＰＵ（Central Pr
ocessing Unit）等の制御部１を備えており、制御部１は、記憶部２、操作部３、計測部
４、表示部５、及び通信部６と接続されている。記憶部２は、ＲＡＭ（Random Access Me
mory）やＲＯＭ（Read Only Memory）等のメモリやハードディスクドライブ（Hard Disc 
Drive）等からなり、制御部１で実行されるプログラムを記憶している。更に、記憶部２
は、指標データベース（以下、ＤＢと略記）２１を論理的には備えている。指標ＤＢ２１
は、後述する指標管理テーブルや調査項目管理テーブル等を概念的に含む。
【００３６】
　操作部３は、マウスやキーボード等の操作デバイスである。計測部４は、各種センサや
カメラ等からなる。表示部５は、液晶ディスプレイ等の表示デバイスである。そして、通
信部６は、不図示のサーバ装置等とインターネット等のネットワークを介して通信する通
信インタフェースである。
【００３７】
　制御部１は、記憶部２のプログラムを実行することで、入力処理部１１、演算処理部１
２、及び表示制御部１３として機能する。
【００３８】
　入力処理部１１は、操作部３、計測部４、及び通信部６からの信号又はデータを処理す
る。例えば、入力処理部１１は、操作部３であるキーボードやマウスが操作され、操作信
号が入力されたときは、当該操作信号を認識し、テキストデータ等を演算処理部１２に出
力する。また、入力処理部１１は、計測部４を介して画像信号が入力されたときは、画像
処理を行い、画像データを演算処理部１２に出力する。さらに、入力処理部１１は、通信
部６を介して、画像データ等が入力されたときは、当該画像データを処理し、処理後の画
像データを演算処理部１２に出力する。
【００３９】
　演算処理部１２は、入力処理部１１により入力処理されたデータを受け、各種の演算処
理を行う。この演算処理部１２は、より詳細には、図１（ｂ）に示されるように、少なく
とも指標化処理部１２ａ、調査項目特定処理部１２ｂ、及び改善項目特定処理部１２ｃと
して機能する。指標化処理部１２ａは、経営診断に用いる指標を生成し指標ＤＢ２１に登
録する。調査項目特定処理部１２ｂは、ユーザである企業などの経営の改善のために調査
すべき調査項目を特定する。そして、改善項目特定処理部１２ｃは、ユーザである企業等
が改善すべき項目を特定する。以上のほか、表示制御部１３は、上記演算処理の結果に基
づいて、表示部５に各種の表示を行うように制御する。
【００４０】
　ここで、指標管理テーブルの一例は、図２に示される通りである。
【００４１】
　同図に示されるように、指標管理テーブルでは、指標ＩＤと紐づけられて、ユーザの属
する業種の大分類／中分類／小分類、調査の視点、調査項目、調査結果、及び評価が管理
される。指標ＩＤとは、指標化処理のときに、指標化処理部１２ａにより付与されるＩＤ
である。大分類は、例えば、製造業、サービス業、その他からなる。中分類は、例えば大
分類がサービス業であれば、外食、薬局、…、その他からなる。小分類は、例えば中分類
が外食であれば、フルサービス、セルフサービス、…、その他からなる。
【００４２】
　調査の視点は、顧客満足度、生産性、…、その他からなる。ここでいう顧客満足度につ
いては、再来店の割合や客単価の向上等からも測ることができる。生産性は、労働時間の
短縮や回転率の向上等から測ることができる。調査項目とは、上記分類、調査の視点に対
応して調査をすることが好ましい項目である。調査項目については、指標化処理のときに
予め定められた候補から選択できるようになっている。このように、業種業態に合わせて
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調査項目を選択できるようにした点は特徴の１つである。
【００４３】
　例えば、サービス業の店舗経営に関する調査項目は、以下のような時間的な区切りで各
種項目が予め用意されており、選択可能に提示される。
　・入店から着席までのスタッフの動作
　・着席から注文を取るまでのスタッフの動作
　・注文を取ってから料理が提供されるまでのスタッフの動作
　・料理が提供され、喫食し終えるまでのスタッフの動作
　・離席してから退店するまでのスタッフの動作
　ここでいう提示とは、例えば画面に選択枝を表示し、ユーザによる操作を促すことを意
味するが、これには限定されない。
【００４４】
　指標管理テーブルでは、これらに対応付けて、実際の調査結果（スタッフ動作の所要時
間、頻度、回数等）、及び当該調査結果に対する評価も登録される。評価については、例
えば、５段階評価で定量的に評価を付するようにしてもよいし、評価コメント等といった
定性的な評価を登録するようにしてもよいことは勿論である。
【００４５】
　一方、調査項目管理テーブルの一例は、図３に示される通りである。
【００４６】
　同図に示されるように、調査項目管理テーブルでは、項目ＩＤと紐づけられて、ユーザ
の属する業種の大分類、中分類、小分類、調査の視点、調査項目、及び参考となる指標の
指標ＩＤが管理されている。ユーザの属する業種の大分類、中分類、小分類、調査の視点
の解釈については、前述した通りである。これら内容が確定すると対応する調査項目や参
考指標を特定することができるようになっている。
【００４７】
　以下、図４のフローチャートを参照して、指標化処理の処理手順を詳細に説明する。こ
こでは、図５（ａ）乃至図５（ｆ）の画面遷移図を適宜参照する。
【００４８】
　処理を開始されると、表示制御部１３の制御の下、表示部５に入力画面が表示され、操
作部３や計測部４等からの所定の入力を受け付ける（Ｓ１）。
【００４９】
　詳細には、表示制御部１３の制御の下、図５（ａ）に示されるような画面が表示部５に
表示され、大分類の選択が促される。大分類の選択がなされ、「次へ」ボタンが押下され
ると、表示制御部１３の制御の下、図５（ｂ）に示されるような画面が表示部５に表示さ
れ、中分類の選択が促される。中分類の選択がなされ、「次へ」ボタンが押下されると、
表示制御部１３の制御の下、図５（ｃ）に示されるような画面が表示部５に表示され、小
分類の選択が促される。小分類の選択がなされ、「次へ」ボタンが押下されると、表示制
御部１３の制御の下、図５（ｄ）に示されるような画面が表示部５に表示され、調査の視
点の選択が促される。調査の視点の選択がなされ、「次へ」ボタンが押下されると、表示
制御部１３の制御の下、図５（ｅ）に示されるような画面が表示部５に表示され、調査項
目の選択が促される。調査項目については、ユーザの業種業態、調査の視点に好適な候補
が選択可能に表示される。調査項目の選択がなされ、「次へ」ボタンが押下されると、表
示制御部１３の制御の下、図５（ｆ）に示されるような画面が表示部５に表示され、調査
結果、評価の入力を促す。この例では、調査結果については、テキスト入力、評価につい
ては５段階評価（Ａ～Ｅ）の選択式を想定している。調査結果及び評価が入力、選択され
、「登録」ボタンが押下されると、操作入力を完了したものと判断し（Ｓ２をＹＥＳに分
岐）、入力処理に進むことになる。尚、通信部６を介して外部サーバ装置より調査結果を
ダウンロードするようにしてもよいことは勿論である。
【００５０】
　続いて、入力処理部１１は、操作部３の操作により前述したように選択、入力されたデ
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ータを処理する（Ｓ３）。そして、指標化処理部１２ａは、指標ＩＤを発行し、当該指標
ＩＤと対応付けて、先に入力され入力処理部１１により処理されたデータを指標ＤＢ２１
の指標管理テーブルに登録する（Ｓ４）。そして、登録された新たな指標を、表示制御部
１３の制御の下、表示部５に表示しユーザに提示する（Ｓ５）。こうして、指標化処理に
係る一連の処理を終了する。
【００５１】
　次に、図６のフローチャートを参照して、調査項目特定処理の処理手順を詳細に説明す
る。ここでは、図７の画面遷移図を適宜参照する。
【００５２】
　処理を開始されると、表示制御部１３の制御の下、表示部５に入力画面が表示され、操
作部３や計測部４等からの所定の入力を受け付ける（Ｓ１１）。
【００５３】
　詳細には、表示制御部１３の制御の下、図７（ａ）に示されるような画面が表示部５に
表示され、大分類の選択が促される。大分類の選択がなされ、「次へ」ボタンが押下され
ると、表示制御部１３の制御の下、図７（ｂ）に示されるような画面が表示部５に表示さ
れ、中分類の選択が促される。中分類の選択がなされ、「次へ」ボタンが押下されると、
表示制御部１３の制御の下、図７（ｃ）に示されるような画面が表示部５に表示され、小
分類の選択が促される。小分類の選択がなされ、「次へ」ボタンが押下されると、表示制
御部１３の制御の下、図７（ｄ）に示されるような画面が表示部５に表示され、調査の視
点の選択が促される。調査の視点の選択がなされ、「次へ」ボタンが押下されると（Ｓ１
２をＹｅｓに分岐）、入力処理に移行することになる。
【００５４】
　続いて、入力処理部１１は、操作部３の操作により前述したように選択、入力されたデ
ータを処理する（Ｓ１３）。そして、調査項目特定処理部１２ｂが、調査項目管理テーブ
ルを参照して、入力された業種業態及び調査の視点に合致する項目ＩＤを抽出し、当該項
目ＩＤと対応付けられている調査項目を特定し、併せて参考指標を特定する（Ｓ１４）。
こうして、表示制御部１３の制御の下、図７（ｅ）に示されるような画面が表示部５に表
示される。この例では、業績改善のための調査としてお勧めの調査項目と、参考指標の内
容が示される。参考指標については、「項目１については、過去に○○で良好な評価を得
ております」のような参考となる表示がなされる。従って、ユーザは当該調査項目に基づ
く調査が自社の業績改善に有効であると認識し、自社の調査項目を決定できる。こうして
、調査項目特定処理に係る一連の処理を終了する。
【００５５】
　次に、図８のフローチャートを参照して、改善項目特定処理の処理手順を詳細に説明す
る。ここでは、図９の画面の表示例を適宜参照する。
【００５６】
　ユーザは、予め自己の業種業態や調査の視点、調査項目を経営診断装置に登録している
ことが前提となる。その前提の下、ユーザは、操作部３を操作することで操作入力し、或
いは計測部４からの入力データ、通信部６を介して外部サーバ装置より受信した入力デー
タを受け、入力処理部１１は入力処理を行う（Ｓ２１）。
【００５７】
　例えば、外部サーバ装置がスタッフ動作の動画を画像解析して当該動作の所要時間や頻
度等を機械学習等により特定した場合を想定すると、当該外部サーバ装置よりスタッフ動
作の所要時間や頻度等に係るデータを受信し、入力処理部１１がそれらを処理する。
【００５８】
　また、計測部４がカメラである場合に、当該カメラにより撮影された画像データを入力
処理部１１が受信した場合、それらを、通信部６を介して外部サーバ装置に送信し、外部
サーバ装置にてスタッフ動作の所要時間や頻度等を機械学習等により特定させ、その特定
したスタッフ動作の所要時間や頻度に係るデータを、通信部６を介して受信し、入力処理
部１１はそれらを処理する。
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【００５９】
　このほか、制御部１１内に、機械学習部を更に設け、ディープラーニング等によりスタ
ッフ動作の所要時間や頻度等を特定するようにしてもよいことは勿論である。
【００６０】
　続いて、改善項目特定処理部１２ｃは、入力処理部１１で入力処理されたデータに基づ
いて改善すべき項目を特定する（Ｓ２２）。例えば、調査項目が「テーブルタッチ回数」
である場合に、当該回数が指標ＤＢ２１の指標管理テーブルにて管理されている関連する
指標の調査結果（回数）に比べて少ない場合には、当該調査項目に係るスタッフ動作が経
営改善のために見直すべき項目であると特定する。こうして、表示制御部１３は、表示部
５に図９に示されるような画面を表示する（Ｓ２３）。この例では、改善すべき項目を示
すと共に、その評価、つまり調査結果が参考値と比べて達成率が何％であるかを提示する
。こうして、改善項目特定処理に係る一連の処理を終了する。
【００６１】
　図１０には、本実施形態に係る経営診断装置のハードウェア構成例を示し説明する。
【００６２】
　同図に示されるように、経営診断装置は、パーソナルコンピュータ１００等で構成され
ており、該パーソナルコンピュータ１００は、ＣＰＵ１０１、ＨＤＤ１０２、ＲＯＭ１０
３、ＲＡＭ１０４、通信Ｉ／Ｆ１０５、外部Ｉ／Ｆ１０６、表示デバイス１０７、及び操
作デバイス１０８を備えている。これら各要素は、制御バス１０９を介して通信自在に接
続されている。
【００６３】
　このような構成において、ＣＰＵ１０１は、制御を司る。ＨＤＤ１０２はプログラムや
各種データを保持している不揮発性の記憶装置である。ＲＯＭ１０３は、プログラムや各
種データが記憶されている不揮発性メモリである。ＲＡＭ１０４はプログラム実行時等に
ワークエリアを提供する揮発性メモリである。ＣＰＵ１０１は、ＨＤＤ１０２等のプログ
ラムを読み出し実行することで、経営診断装置として機能する。このほか、通信Ｉ／Ｆ１
０５は外部機器との通信を実現するインタフェースである。
【００６４】
　以上説明したように、本発明の一実施形態によれば、経営診断に用いる指標（ＫＰＩ）
を構築し当該指標を用いた経営診断を行う装置であって、入力されたデータを処理する入
力処理部１１と、この処理されたデータに基づいて指標を生成し登録する指標化処理部１
２ａと、この指標を記憶する記憶部２とを備え、指標化処理部１２ａは、ユーザの業種業
態、調査の視点、調査項目、調査結果、及び評価を対応付けて一つの指標とし記憶部２に
登録し、調査項目は、ユーザの業種業態、調査の視点に合致した複数の候補よりユーザが
選択するようになっている経営診断装置が提供される。従って、この経営診断装置によれ
ば、指標生成に際して、予め用意された業種業態、調査の視点等と合致する調査項目の候
補がユーザに提示され、ユーザは当該項目の中から自己が調査した項目を選択し、調査結
果及び評価を入力するだけで指標を生成することが可能となる。この指標は、指標ＤＢ２
１に蓄積されていくので、ビッグデータが構築され、当該指標を用いた経営診断の精度は
入力を進める程に高まることは勿論である。
【００６５】
　また、本発明の一実施形態によれば、経営診断に用いる指標（ＫＰＩ）を構築し、当該
指標を用いた経営診断を行う装置であって、指標を記憶する記憶部２と、所定の表示を行
う表示部５と、入力されたデータを処理する入力処理部１１と、この処理されたデータに
基づいて経営診断に係る調査項目を特定するもので、ユーザの業種、調査の視点に合致し
た調査項目の候補を特定すると共に、参考となる指標を特定する調査項目特定処理部１２
ｂと、表示部５による表示を制御する表示制御部１３とを備え、表示制御部１３は、上記
表示部５に調査項目特定処理部１２ｂにより特定された調査項目を表示すると共に、参考
となる上記指標を表示するよう制御する経営診断装置が提供される。従って、経営診断に
際して調査すべき項目を、業種業態や調査の視点を特定するだけで、特定することが可能
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となるのでコンサルタント等は、本装置を活用すれば、クライアントに好適な調査項目を
迅速に決定することが可能となる。このとき、参考となる指標も提示されるので、調査項
目の決定に際して役立てることが可能となる。
【００６６】
　さらに、本発明の一実施形態によれば、経営診断に用いる指標（ＫＰＩ）を構築し、当
該指標を用いた経営診断を行う装置であって、指標を記憶する記憶部２と、所定の表示を
行う表示部５と、入力されたデータを処理する入力処理部１１と、この処理されたデータ
に基づいて改善項目を特定する改善項目特定処理部１２ｃと、表示部５による表示を制御
する表示制御部１３とを備え、改善項目特定処理部１２ｃは、ユーザの業種、調査の視点
、調査項目、調査結果を、指標と対比することで、改善すべき調査項目を特定し、表示制
御部１３は、表示部５に、改善すべき調査項目と、その評価を表示するように制御する経
営診断装置が提供される。従って、実測されたデータ等に基づいて経営診断の観点から改
善すべきポイント等を調査項目として特定することが可能となる。
【００６７】
　また、本発明の一実施形態によれば、経営診断に用いる指標を構築し当該指標を用いた
経営診断を行う方法であって、入力されたデータを処理する第１ステップ（Ｓ３）と、処
理されたデータに基づいて指標を生成し登録する第２ステップ（Ｓ４）と、指標を記憶す
る第３ステップ（Ｓ４）とを有し、第２ステップでは、ユーザの業種、調査の視点、調査
項目、調査結果、及び評価を対応付けて一つの指標として登録し、調査項目は、ユーザの
業種、調査の視点に合致した複数の候補よりユーザに選択可能に提示される経営診断方法
が提供される。従って、この経営診断方法によれば、指標生成に際して、予め用意された
業種業態、調査の視点等と合致する調査項目の候補がユーザに提示され、ユーザは当該項
目の中から自己が調査した項目を選択し、調査結果及び評価を入力するだけで指標を生成
することが可能となる。この指標は、指標ＤＢ２１に蓄積されていくので、ビッグデータ
が構築され、当該指標を用いた経営診断の精度は入力を進める程に高まることは勿論であ
る。
【００６８】
　また、本発明の一実施形態によれば、経営診断に用いる指標を構築し、当該指標を用い
た経営診断を行う方法であって、入力されたデータを処理する第１ステップ（Ｓ１３）、
処理されたデータに基づいて経営診断に係る調査項目を特定するもので、ユーザの業種、
調査の視点に合致した調査項目の候補を特定すると共に、参考となる指標を特定する第２
ステップ（Ｓ１４）と、表示を制御する第３ステップ（Ｓ１５）とを有し、第３ステップ
では、調査項目特定処理部により特定された調査項目を表示すると共に、参考となる指標
を表示するよう制御する経営診断方法が提供される。従って、経営診断に際して調査すべ
き項目を、業種業態や調査の視点を特定するだけで、特定することが可能となるのでコン
サルタント等は、本方法を用いれば、クライアントに好適な調査項目を迅速に決定するこ
とが可能となる。このとき、参考となる指標も提示されるので、調査項目の決定に際して
役立てることが可能となる。
【００６９】
　そして、本発明の一実施形態によれば、経営診断に用いる指標を構築し当該指標を用い
た経営診断を行う方法であって、入力されたデータを処理する第１ステップ（Ｓ２１）と
、処理されたデータに基づいて改善項目を特定する第２ステップ（Ｓ２２）と、表示を制
御する第３ステップ（Ｓ２３）とを有し、第２ステップでは、ユーザの業種、調査の視点
、調査項目、調査結果を上記指標と対比することで、改善すべき調査項目を特定し、第３
ステップでは、改善すべき調査項目と、その評価を表示するように制御する経営診断方法
が提供される。従って、実測されたデータ等に基づいて経営診断の観点から改善すべきポ
イント等を調査項目として特定することが可能となる。
【００７０】
　このように、本発明の一実施形態に係る経営診断装置及び方法によれば、業態ごとの店
舗業績と相関関係の高いスタッフ動作を調査項目とし、その頻度、所要時間を自動算出す
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ることで、経営診断を行うことが可能となる。
【００７１】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されることなくそ
の趣旨を逸脱しない範囲で種々の改良・変更が可能であることは勿論である。
【００７２】
　例えば、調査項目は前述したものに限定されるものではなく、業種業態ごとに適宜追加
変更してよいことは勿論である。
【符号の説明】
【００７３】
　１…制御部、２…記憶部、３…操作部、４…計測部、５…表示部、６…通信部、１１…
入力処理部、１２…演算処理部、１２ａ…指標化処理部、１２ｂ…調査項目特定処理部、
１２ｃ…改善項目特定処理部、１３…表示制御部、２１…データベース。
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